
令和2年度 労働衛生行政のあらまし

◇ メンタルヘ,レス対策・1ヒ学物質による健康障害防止対策田治療と仕事の両立支援を中心に ◇

第1神奈川県下における労働衛生の現状
神奈川労働局 怜2.8.0

職業性疾病の発生件数は緩やかな減少傾向にありましたが、平成29年以降増加し、平成30年は熱中症により大幅に増

えています。昨年は前年に比ぺ13人減少したものの、脳日心臓疾患や熱中症による労働災害で労働者2人が亡くなつたほか、

腰痛症を中心に、熱中症や化学物質による健康障害などの職業性疾病による休業4日 以上の休業災害が発生しています。

過重な業務による脳日心臓疾患、強い心理的負荷による精神障害の労災請求件数は増加しており、事業場におけるストレ

スチェック制度をはじめとする事業場におけるメンタルヘ,レス対策の推進が必要になつています。

働き方改革関連法により、平成31年4月 1日から「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化

されており、産業医の活用や過労死等の健康障害防止対策について、事業者によリー層の取組が求められています。

近年、がんのみならず様々な障害・疾病を抱える労働者が、仕事を続けながら、治療を行うことができるよう「事業場における

治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」の普及啓発を図ることが重要となつています。

一般定期健康診断では、有所見率が5割を超え、毎年、増加傾向にあることから、健康診断で何らかの所見が認められた労

働者に対し、産業医を活用した健康診断の事後措置を実施することが引き続き重要な課題です。

新型コロナウイザレス感染症を踏まえた「新しい生活様式」に基づき、地域の状況に応じて、職場における新型コロナウイザレス感

染症への感染予防、健康管理の強化を図り、労働者が安全かつ安心して働ける環境づくりに取り組む必要があります。

1脳・心隣疾患及び精神障害等の

労災補償状況 (図 1日 図2)

令和元年度の脳日心臓疾患の労災補償状況
は、請求件数が71件 (前年度比△6件 )、 支給
決定件数が13件 (前年度比+8件 )でした。また、
精神障害等の労災補償状況は、請求件数が
198件 (前年度比+42件 )と大幅に増加し、支
給決定件数が29件 (前年度比△6件 )となつて
います。

2職業性疾病の発生状況 (図 3B図4)

(1)令和元年の職業性疾病による死亡災害は、
脳口心臓疾患と熱中症による死亡者2人で、
直近8年間(平成24年～令和元年)の死亡
者計38人のうち、脳・心臓疾患23人 (61

熱中症9人(24%)を数えました。

(2)令和元年の職業性疾病による休業4日 以
上の死傷者数は616人で、このうち腰痛が
463人 (75.2%)を 占めています。業種別では、
保健衛生業(154人 )、 商業,金融・広告業
(89人 )、 運輸交通業(87人 )で多発し、これ
ら3業種が腰痛全体の71,30/oを占めています。

3健 康診断結果の状況 (図 5)

一般定期健康診断では、平成25年以降、
有所見率 ◆ (何らかの所見があつた労働
者の割合)が連続して増加しており、全国の

有所見者率56.6%を上回つています。

検査項目別では、血中脂質■(32,90/o)、

血圧▲(16.20/o)の ほか 、肝機能(16.0%)、

血糖(16,0%)など生活習慣病と密接な検査

項目の有所見率が高くなつています。

図1脳 B心臓疾患の労災補償状況 図2精神障害の労災補償状況
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図4業務上族病による死亡災害
(平成24年～令和元年)
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四5 定期健康診断の有所見率の推移
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刊 産業保健活動ロメンタ)レヘルス対策の推進
2熱中症災害防止対策の促進
3化学物賀対策B石綿ばく露対策の徹底

1産業保健活動、メンタルヘルス対策の推進

長時間労働やメンタルヘ,レス不調などにより、健康リスクが高い状況にある労働者を見

逃さないようにするため、産業医日産業保健機能の強化、医師による面接指導の対象とな

る労働者の要件の拡大等が図られたところであり、これらの措置が各事業場で適切に実

施されるよう、引き続き、指導等を行います。

STOP: クー,レワー キヤンペーン」実施期間(5月 ～9月 展開し、

業や高温多湿な屋内作業場の指導の際日よ、WBGT値の測定とその結果に基づき、
作業の一時中止、休憩の確保、水分B塩分の補給、クーザレペストの着用等の必要な措

置を講じるなど、職場における熱中症対策の徹底について周知啓発を行います。

化学物質による労働災害を防止するため、特定化学物質障害予防規則等の特別

規則に基づく措置を徹底し、特別規則対象外の物質による労働災害が多発しているこ

とから、化学物質の譲渡瞬提供時のラベル表示日安全データシート(SDS)交 付の徹底、
これらに基づくリスクアセスメントの実施及び当該結果に基づく措置の徹底を図ります。
また、解体等を行おうとする建築物等の石綿等の使用の有無につして事前調査者の

要件を明確化するなど石綿|ずく露防止対策等を強化するため、石綿障害予防規則等
が改正される予定であり、当該改正規則の周知を図ります。

事業場における労働者の

健康保持増進のための指針

化学物質取扱業務従事者に係る

特殊健康診断の項目を見直しました

「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に

係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」等の改正

熱中症ポータルサイト

神奈川労働局HP

労働衛生対策

2 熱中症災害防止対策の促進

3化学物質対策、石綿ばく露防止対策の徹底

4事業場における治療と仕事の両立支援

神奈川産業保健総合支援センターと連携して、あらゆる機会を捉え、平
成31年 3月 に改訂された「事業場における治療と仕事の両立支援のための

ガイドライン」(以下「両立支援ガイドライン」という。)及び企業と医療機関の

連携のためのマニュアルの周知を行います。
また、治療と仕事の両立支援に取り組む事業者に対する助成金制度に 治療と仕事の両立支援

神奈川産業保健
総合支援センター

ついて

A受 動喫煙防止対策助威金制度の申請
職場における受動喫煙防止については、労働安全衛生法第 68条の2に定められて

います。職場における労働者の安全と健康の保護を目的として、事業者に、屋内にお
ける当該労働者の受動喫煙を防止するための措置について努力義務を課していま
す。中小向け助成金があります(交付対象、助成金額には条件があります)。

B 安全衛生優良企業公表制度の申請
「安全衛生優良企業公表制度」は、労働安全衛生に関して積極的な取組を行つて

いる企業を認定日企業名を公表し、社会的な認知を高め、より多くの企業に安全衛生

の積極的な取組を促進するための制度です。企業も求職者や取引先などへのアピール

受動喫煙防止

安全衛生優
ことができ

神奈川労働局からのお知らせ

2
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在宅勤務お役立ちヨンテンツ

在宅勤務などによつて、体力Ⅲ眉 り固まつていないでしようか。

『東京ス トレッチ物語胡では、短時間でできるス トレッチをご紹介しています。

また、『セルフケア探偵どでも5分でできる簡単リラクセーシヨンを紹介しています。

Ｈ
一ｋ
●

●
二
∵

●

メール相険～「斯型コロナウイルス」へのメンタルヘルスケア～ (山 本 晴義さん

勤労落メンタプレ )ヽレスセンター長))

事例① ネット情報を読むと不安になる。 口れ

事例② 外出自粛でス トレスがたまります。 口¬

事例③ スポーツクラブに通えず卒いです。 ぃ

事例④ 夫婦の会踏に鬱陶しく感じています。 口れ

事例⑤ 要が種度の心配性です。 。]

事例③ マスクしていない人を見ると文句を言いたくなります。 口i

事例⑦ コロナのせいで太りました。 o

事例③ 体調が優れず仕事の効率も上がりません。。¬

回 事例◎ 在宅動務でうまくコミユニケーシヨンを取れません。 口¬

事例⑭ 生きていることが無駄なように思えます。ロコ

付 ★ 登←

U八 ご蹂=  I:
:目    ∬

ください。



中Jヽ企業・事業者の皆さまヘ

メIンタヅレヘヅレスタ4す策に取り組むことは、
従業員とその家族の幸せを確保するだけでなく、

働きやすい職場環境の実現等を通して企業の生産性

向上にもつながります。

】力成 金 を活用してメンタプレヘルス対策を始めてみませんか。

ストレスチェックの集団分析・職場環境改善など、具体的な

メンタルヘルス対策の取組は、産業保健総合支援センターの

専門家の支援を活用して進めましょう。

ストレスチェツク助成金、職場環境改善計画助成金 吟 裏面ヘ

イキイキした職場環境づくりを応援します !

メンタメレヘルス対策関係助成金

① 心の健康づくり計画助成金

② ストレスチェツク助成金

③ 職場環境改善計画助成金
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V
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メンタルヘルス対策促進員の助言 。指導を受けて。

助成金 (―律10万円)が受けられます

ポイント0 メンタルヘルス対策促進員の支援を受けましよう
「メンタルヘルス対策促進員」 (※ )に、メンタルヘルス対策の取 り組み方について、

助言・指導を依頼 してください。

※ 産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策の専門スタッフ。活用は無料です。

ポイント0 心の健康づくり計画を作成・実施しましよう
メンタルヘルス対策促進員の助言・支援を受けながら「心の健康づくり計画」を作成

して、メンタルヘルス対策を実施しましょう。

「心の健康づくり した場合、画」を作成 。実施 ②

①心の健康づくり計画助成金活用のポイント

0厚 生労働省 ・ 独立行政法人労働者健康安全機構 ″



小規模事業場が医師と契約。してス トレスチエツクを

実施
②した場合、勤成金 (1人につき500円、面接

指導等 1 につき最大21′500円)が受けられま

|ポイント01医師と契約しましよう

面接福導等の実施について医師と契約 してください。

|ポイント01ス トレスチェツクを実施しましよう

ス トレスチェックを実施 し、ス トレスの高い従業員には「医師による面接指導」

を実施 し、健康確保のための意見をもらいましょう。

ス トレスチエツクの集団分析°の結果を活用して、

「職場環境改善計画」を作成し、実施②した場合、

助成金 (最大10万円)が受けられます
|ポイント01ス トレスチエツク結果の集団分析を行いましよう

ス トレスチェックを実施 し、その結果について、職場単位の「集団分析」を行いましょう。

|ポイント01職場環境改善計画を作成・実施しましよう
専門家 (※ 1)又はメンタ)レヘルス対策促進員 (※ 2)の助言・指導に基づき、集団分析

の結果を活用 した「職場環境改善」について、計画を作成 して実施 しましょう。

※1産業医等の医師、保健師、看護師、精神保健福祉士 等

※2産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策の専門スタッフ。活用は無料です。

③職場環境改善計画動成金 活用のポイント

産業保健関係助成金

受 付 時 間
9日寺‐ン1 2日寺

13日寺-18日寺

(土 日祝 日を除 く)

助成金の詳しい内容は、労働者健康安全機構のホームページ

でご確認ください。
https://wwW口 jOhasago口 jp

助成金のお問い合わせは、労働者健康安全機構又は最寄りの

産業保健総合支援センターでお受けしています。

1駕夕 0570‐ 783046
ナ ヤ ミ ヲ ン ロウ

検 索

★

この助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として行われています。



「全国労働衛生週間」は、労働者の健康管理や職場環境の改善など『労働衛生』に関する国民の意識を高め、

職場の自主的な活動を促して労働者の健康を確保することを目的として、毎年実施しており、今年で71回 目に

なります。各職場においては下記のような様々な取組を展開し、誰もが安心して健康に働ける職場づくりへの

ご協力をお願いします。

〈スローガン〉

みなおして 職渇の環境 からだの健康

準備期間 (9月 1日～30日)に実施する事項

重 点 事 項  ※ 詳細は下歳をご覧ください

。週重労働による健康障害防止のための総合対策の推進
・労働者の心の健康の保持増進のための指針など

に基づくメンタルヘルス対策の推進
・労働災害の予防的観点からの高年齢労働者に対する

健康づくりの推進
・化学物質による健康障害防止対策に関する事項
・石綿による健康障害防止対策に関する事項
・受動喫煙防止対策に関する事項
・治療と仕事の両立支援対策の推進に関する事項
。その他の重点事項

全国労働衛生週間 (10月 1日～7日 )

に実施する事項

・事業者または総括安全衛生管理者による職場巡視
・労働衛生旗の掲揚およびスローガンなどの掲示
・労働衛生に関する優良職場、功績者などの表彰
。有害物の漏えい事故、酸素欠乏症などによる事故など

緊急時の災害を想定した実地訓練などの実施
・労働衛生に関する講習会・見学会などの開催、

作文・写真 。標語などの掲示、その他労働衛生の

意識高揚のための行事などの実施

準備期間に実施する事項 (1.重点事項)(抜粋)

過重労働による
健康障害防止

,間などの設定の改善によるワーク・ライフ・パランスの推進
!積極的に推進する目の表明
,に対する医師の面横指導等の実施の徹底
,適切な'情報提供、医師からの意見聴取および事後指置の徹底 ほか

メンタルヘルス
対策

D策定、実施状況の評価および改善

郭業場内産業保健スタッフなどによるケア、事業場外資源によるケ

ど、労働者が安心して健康相談を受けられる環境整備  ほか

高年齢労働者の
健康づくり

18聾
寡鋪繁雹磐蒜宴墨窟生鐸簗僣鐙写看豊鍵lIデ53と」(3望轟銘茎撃イあ建馬

ドラ
吾ネ

)」 に沿つた取組の実施

fヒ学物質による
健康障害防止対策

|§
軒ど璧票鉾誰報貴喜〕♀羅撃二]監蘇号堀垂髯石を掌祗掘お葉】鍵鐘

況の確認

石綿による
健康障害防止対策

受動喫煙防止対策

1意
ま書尋怪呪ヒニ

受動喫煙防止のためのガイドライン」に基づく必要な対策の実施

家による技術的な相談支援、喫煙室の設置等に係る測定機器の貸出し、喫煙室の設置等に係る費用の動成)の効果的

治療と仕事の
面立支援 置∃書こ三全号三aことE;:EI:尋世E貪:E借関す§静写曇1垣重晨層言言彗極E33三譜三吾豊控獄建驚備

その他
「STOP:熱中症 クールワークキヤンペーン」に基づく熱中症予防対策の徹底  ③事務所や作業場における清潔保持

2,労働衛生 3管理の推進など 3.作業の特性に応した事項 4.東日本大霞災等に関連する労働衛生対策の推進

第71回 全国労働衛生週間
令和2年 10月 1日 (木 )～ 7日 (水 )[準備期間 :9月 1日 ～30日 ]



主な取組事項については、以下の支援体制をご活用ください。

産業保健総合支援センターでは、職場のメンタルヘル

ス対策や「治療と仕事の両立支援」などの産業保健活

動を支援するため、企業への訪間指導や相談対応、研

修などを実施しています。また、地域窓口 (地域産業

保催センター)では、小規模事業場を対象に、医師に

よる健康相談などを実施 しています。

httpsi〃 www.iOhaS.go.jp/shに etsu/tabid/573/

Defauit.aspx

ス トレスチェツクの実施や職場環境の改善、

心の健康づくり計画の作成、小規模事業場

の産業医活動などに対して、事業主に費用

の助成を行つています
https:〃 www.johas.go.jp/tabid/1689/Defau比 .aspx

靱

産業保健総合支援センター

産業保健関係動成金

産業保健総合支援

検 索

検 索

ガイドラインや関連通達、動成金等を紹介しています。
https:〃 www.mhlw.go.,p/StVseisakunに suに e/

bunya/0000115267 htmi

「治療と仕事の両立支,浸ナビ」では企業の

取組み事例、各地で開催するシンポジウム

やセミナー等を紹介 しています。

https:〃 chiryoutoshigoto.mhlw.go jp

鞘

襲

治療と仕事の両立支援

検 索

職場の受動喫煙防止に取組む事業者を支援します。

(職場における受動喫煙防止対策について↓)

httpsi〃 www.mhlw,go.jp/st7sebakun■suhe/bunya/

koyou_roudou/roudOukijun/anzen/kitsuen/index.htmi

【受動喫煙防止に関する各種支援事業】
・受動喫煙防止対策補助金
・受動喫煙防止対策に関する相談事業
,たばこ煙濃度など測定のための機器の貸し出し

鞘
職場 受動喫煙

受動喫煙防止対策

検 索

メンタルヘルスに関する、法令・通達 。マニユアルを掲
載しているほか、「ストレスチェツク実施プログラム
(無料)」 が利用できます。

httpsI〃 www.mhiw.go.jp/bunva/roudOukむ un/

anzeneLe,12/

働く人のメンタルヘルスポータリレサイト「こころの耳」
では、メール・電話・SNS相談窓口を設置しているほか、
職場復 ll晶支援の取組事例などを紹介しています。
http:〃 kokorO.mhiw.go.jp/

鞘

繋
メンタルヘルス対策・過重労働対策

こころの耳

メンタルヘルス対策

検 索

検 索

「ラベルでアクシヨン」をキャッチフレーズに、危険
有害性に応したリスクアセスメントを着実に実施して

艤 f捜4F辞
蘇 飾紫滸

臨

螂

職場のあんぜんサイト 化学物質

化学物質管理

検 索

働く方の置かれた個々の事情に応し、多様な働き
方を選択できる社会を実現することを目的に、長

時間労働の是正や多様で柔軟な働き方の実現など

のための指置を語します。

(働き方。休み方改善ポータルサイト↓)

httpsi〃 work― hOlidav.mhlw,go.jp/

・企業の働き方改革の取組みを知りたい
。制度、支援策を知りたい
。企業の「ゆう活」の取組事例を知りたい
。仕事の進め方などの課題別の対策を知りたい

(働き方改革特設サイト↓)

https://wwW.mhiw.go.jp/hatarakikata/

・働き方改革関連法とは ?

(労働時間の上限規制、年次有給休暇の時季指定など)

・助成金のご案内

盤

螂

働き方改革

働き方改革

検 索

陸上貨物運送 。社会福祉・保健衛生業を対象とした

腰痛予防対策の語習会 (無料)を実施しています。

(腰痛予防対策語習会申込HP↓ )
https:〃 seminar,tairapromote.co.jp/yOtSu_yobo 靱
腰痛予防対策講習会

腰痛予防対策

検 索

「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライ
ン」や「エイジフレンドリー補助金」等を紹介してい

ます。

(高年齢労働者の安全衛生対策について↓)

https:〃 www.mhiw.go.jp/st7Seに akun■suhe/bunya/

kovou_roudou/roudOukttun/anzen/newpage_o0007.htmi

高年齢労働者

高年齢労働者の健康づくり

検 索

唱

賛

主

協

厚生労働省、中央労働災害防止協会

建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害

防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会

0厚 生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署



働き方改革関連法に関する
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1章

1働き方改革の目指すもの

1働き方改革の全体像

「働き方改革」は、働く方々が、個々の事I晴に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにする

ための改革です。

日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働く方々のニーズの多様化」などの課題に対

応するためには、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発

揮できる環境をつくることが必要です。

働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好

循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指します。

■画き方改革の基本的な考え方
「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択Jできるようにするための

改革です。

▼

■中小企業・小規模事業者の働き方改革
「働き方改革」は、我が国雇用のア割を担う中小企業・小規模事業者において、着実に実施することが必要です。魅カ

ある職場とすることで、人手不足解消にもつながります。

▼

▼

1

取組に当たつては、「意識の共有がされやすい」など、中小企業・小規模事業者だからこその強みもあります。

職場環境の改善などの「魅力ある職場づくり」が人手不足解消につながることから、大手不足感が強い中小企

業。小規模事業者においては、生産性向上に加え、「働き方改革」による魅力ある職場づくりが重要です。

働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好循

環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指します。

日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働く方々のニーズの多様化Jなどの課題に対応

するためには、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮

できる環境をつくることが必要です。

「魅力ある職場づくり」→「人材の確保」→「業績の向上」→腑U益増Jの好循環をつくるため、「働き方改革」によ

り魅力ある職場をつくりましょう。

「働き方Jが変わります



【η章】「働き方」が変わります

|「働き方改革関連法」の全体像

1.時間外労働の上限規制を導入 (大企業2019年 4月 1日施行)(中小企業2020年 4月 1日施行)

時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも上限を設

定します。

2B年次有給休暇の確実な取得 (2019年4月 1日施行)

使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日 について確実に取得させなければなりませ

ん。

3日 中小企業の月60日寺間超の残業の、割増賃金率引上げ (中 Jヽ企業2023年 4月 1日施行)

月60時間を超える残業に対する割増賃金率を50%に引き上げます。

4日 「フレックスダイム制」の拡充 (2019年4月 1日施行)

より働きやすくするため、制度を拡充します。労働時間の調整が可能な期間(清算期間)を3か月まで延長できます。

5日 「高度プロフエッショナル帝J度」を創設 (2019年4月 1日施行)

職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が高度の専門的知識等を必要とする業務に従事する場合に健康

確保措置や本人同意、労使委員会決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外にで

きます。

6B産業医・産業保健機能の強化 (2019年4月 1日施行)

産業医の活動環境を整備します。労働者の健康管理等に必要な情報を産業医へ提供すること等とします。

7日 勤務間インダーバル制度の導入促違 (2019年4月 1日施行)

1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(イ ンダーバル時間)の確保に努めなければな

りません。

8日 正社員と非正規雇用労団者との間の不含理な待週差の禁止

(大企業。派遣会社2020年 4月 1日施行)(中小企業2021年 4月 1日適用)

同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な差を

設けることが禁止されます。

2



2章

時間外労働の上限規制
残業時間の上限を法律で規制することは、70年前 (1947年 )に制定された「労働基準法」において、初めて

の大改革となります。

(現在) (改正後)

法律上は、残業時間の上限がありま

せんでした(大臣告示)。

上限なし

大臣告示による上限

(行政指導)

年間6か月まで

残業時間

月45時間

年360日寺間

法定労働時間
1日 8時間

週40日寺間

1年間=12か月

法律で残業時間の上限を定め、これ

を超える残業はできなくなります。

月残業80時間

=1日残業4時間程度 →

↓

月残業45時間

=1日残業2日き間程度

↓

残業時間

月45時間

年360時間

法定労働時間
1日 8時間

週40時間

年間6か月まで

1年間=12か月

1

法律による上限(例外)

・年720日寺間

・複数月平均80時間*

・月100時間未満*

*休日労働を含む

法律による上限(原貝U)

労働時間法制の見直しについて

◎残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超

えることはできません。(月 45時間は、1日当たり2時間程度の残業に相当します。)

◎臨時的な特別の事情があつて労使が合意する場合でも、以下を守らなければなりません。

・ 時間外労働が年720B寺間以内

。時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

。時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月

平均」が全て1か月当たり80時間以内

(月 80時間は、1日当たり4日寺間程度の残業に相当します。)

また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。

3



【2章】労働時間法請Jの見直しについて

※ただし年上限規制には適用を猶平・除外する事業。業務があります。

【適用猶予・除外の事業・業務】

～取引環境の改善も重要です～

4

2024年4月 1日から、上限規常Jを適用します。

(ただし、災害時における復旧・復興の事業については、1か月100時間未満・

複数月平均80時間以内の要件は適用しません。この点についても、将来的

な一般則の適用について引き続き検討します。)

2024年 4月 1日から、上限規制を適用します。

(ただし、適用後の上限時間は、年960時間とし、将来的な一般則の適用につ

いては引き続き検討します。)

2024年 4月 1日から、上限規制を適用します。

(ただし、具体的な上限時間等については、◆後、省令で定めることとしてい

ます。)

2024年4月 1日から、上限規制を適用します。

医師の面接指導 (※ )、 代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、

時間外労働の上限規制は適用しません。
※1週 間当たり40時間を超えて労働した時間が月100時間を超えた労働者に対し

ては、事業者は、その者に必ず医師による画接指導を受けさせなければなりませ

ん。

長時間労働の是正には取引環境の改善も重要です。

労働時間等設定改善法では、事業主の責務として、短納期発注や発注の内容の頻繁な変更を行わないよう

配慮するよう努めることと規定されています。



2 上限規制への対応
◆回の法改正では、これまでの限度基準告示による時間外労働の上限だけでなく、休日労働も含んだ1か

月当たり及び複数月の平均時間数にも上限が設けられました。このため、企業においては、これまでとは異な

る方法での労働時間管理が必要となります。

1労働時間管理の実務イメ■ジ

具体的な数字を用いて、今回の法改正に対応した労働時間管理の実務をみていきます。

まずは上限規制の内容に適合した36協定を締結します。以下では、36協定で次のような内容を締結したケースに

ついて、具体的な実務内容をみていきます。

36協定の対象期間
2021年 4月 1日～

2022年 3月 31日

時間外労働の原則

となる上限

月45時間

年360日寺間
(A)

法定休日労働の回数、

始業・終業時亥」

月3回

8:30～ 17:30
"。 (B)

特

別

条

頂

特別条項の有無(臨時的な特別の

事情がある場合には、時間外労働

が月45時間を超えることができる)

有り

特別条頂の回数 年6回   … (C)

特別条項における年間の

時間外労働の上限
年680B寺間 ・"(D)

1か月の時間外労働と休日労働

の合計時間数の上限
85時間  ・・。

(E)

以下について、それぞれ、法律で定める上限の範囲内にしなければなりません。

(A)・ …月45B寺間以内、年360日寺間以内 (C)。 …年6回以内 (D)。 中年フ20日寺間以内 (E)。 …月100日寺間未満

各労働者ごとに、労働時間を把握し、1日 8B寺間・1週40時間を超える時間外労働、体日労働の時間数と、その合計を把握します。

5

時間外労御、休日労画について、36協定を締結します。

毎月の時間外労倒、休日労慟の時間数と、その合計を把握します。

(法定時間外労勧の定義)

法定時間外労働とは、労働基準法で定められた労働時間(原則は1日 8日寺間、1週40日寺間)を超えて行われた残業のことをいいます。これに対し、

所定時間外労働とは、会社が定めた所定労働時間を超えて行われた残業のことをいいます。

(法定休日労慟の定義)

法定休日労働とは、週1日 、または、4週 4日の法定休日に働くことで、週休2日制の場合は、1週間のうち1日休日があイ1ば、法定休日労働と|よな

りません。

(36協定の対象となる労働時間の定義〉
時間外労働の原則となる上限 (限度時間…上記 (A))の 対象には、週に1日・あるいは4週に4日の法定休日の労働時間数は含まれません。それ

以外の休日に労働させた場合で、法定労働時間を超えた部分は対象となります。

例えば、土日の完全週休2日制の場合、休日である土曜日に労働した場合であつても、日曜日に休日が確保されていれば、それは労働基準法上

の法定休日労働ではありません。よつて、土曜日の労働時間は通常の労働時間として通算され、法定労働時間を超えた部分が時間外労働とし

て積算されます。



2021/6 2021/7 2021/8 2021/92021/4 2021/5

時間外労働 80 60 45 35 35 80
一

休日労働 20 15 10
―

合計 80.0 80.0 60,0 45.0 35,0 80,0
一

【2章】労働時間法制の見直しについて

(A)の時間(45時間)を超える

ことができるのは年6回まで

(B)の 回数。時間を超える

ことはできない

(E)の時間(85B寺間)を超える

ことはできない

労働時間の道正な把握のために
使用者が語ずべき措置に関するガイドライン
平成29年 1月20日、労働時間の適正な把握のための使用者向けの新たなガイドラインを策定しました。

使用者には労働時間を適正に把握する責務があること

[労働時間の考え方]

●労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が

業務に従事する時間は労働時間に当たること

0例えば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受請や、使用者の指示により業務に必要

な学習等を行つていた時間は労働時間に該当すること

[労働時間の適正な把握のために使用者が詣ずべき措置]

●使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること

(1)原則的な方法

使用者が、自ら現認することにより確認すること

ダイムカード、ICカ ード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録

すること

(2)やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合

①自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等ガイドラインに

基づく措置等について、十分な説明を行うこと

②自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間

に著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること

③使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻害する措置を設けて

はならないこと。さらに36協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、

記録上これを守つているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること

●賃金台帳の適正な調製

使用者は、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、体国労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といつ

た事項を適正に記入しなければならないこと

6

ガイドラインの主なポイント



年度(=36協定の対象期間)における

時間外労画が月45時間を超えた回数 (特別条項の回数)と

時間外労団の累積時間数を把握します。

Step2で把握した時間外労働時間数をもとに、年度 (=36協定の対象期間)に おける、特別条頂の回数と時間外労

働の累積時間数を把握します。

①月45時間を超える回数の累計値を算出   ②時間外労慟の累計値を算出

特別条頂の累計回数は(C)の回数 (6回 )以内」 時間夕1労働の累計時間数は

(D)の時間(680時間)を超えることはできない

」

Step2で把握した時間外労働と休日労働の合計時間数をもとに、2か月平均、3か月平均、4か月平均、5か月平均、6

か月平均を算出します。

例えば、2021年 9月 につい

ては、前月までの実績をもとに

以下のように2～ 6か月平均を

算出します。

2021/4 2021/5 2021/6 2021/7 2021/8 2021/9

時間外労働 80 60 45 35 35 80

休日労働 20 15 10

★累計値(年度累計)

特別条頂回数 1 2 2 2 2 3

同様に他の月についても2～6か月平均

を算出するため、すべての月について、隣

接する2～ 6か月の平均が80時間以内と

なるよう管理しなければなりません。

前年度の36協定の対象期間中の

時間数についても、2～6か月平均

の算定時間に含みます。

例えば、今回のケースで2021年 4

月について計算するためには、直

前の5か 月分 (2020年 11月 ～

2021年3月 )の実績も必要です。

2021/4 2021/5 2021/6 2021/7 2021/8 2021/9

時間外労働 80 60 45 35 35 80

体日労働 20 15 10

★累計植(年度累計) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

時間外労働時la司数 モ30 140 185 220 255 335

算定期間 2か月平均

3か月平均

4か月平均

5か月平均

6か月平均

前の協定期間

2か月平均

3か月平均

4か月平均

5か月平均

6か月平均

62.5・ …3～4月の平均

48.3・ …2～ 4月の平均

43.8… 1～4月の平均

46.0… 12～ 4月の平均

45.8・ …11～ 4月の平均

→

→

→

→

→

5フ .5・ …8～9月の平均

53.3・ …フ～9月の平均

55.0。 …6～9月の平均

60,OⅢ …5～9月の平均

63.3・ …4～9月の平均

→

→

→

→

→

7

毎月の時間外労慟と休日労働の合計時間数について、

2～6か月の平均時間数を把握します。

2021/92021/5 2021/6 2021/7 2021/82021/4

45 35 35 80時間外労働 80 60

20 15 10休日労働

45.0 35,0 80.080,0 80,0 600合計

2021/2 2021/3 2021/42020/11 2020/12 2021/1

45 8045 45 30 20時間外労働

10休日労働

20,0 450 800合計 45.0 55.0 30,0

算定期間



【2章】労団隋間法請uの見直しについて

□①「1日 J「 1か月J「1年Jのそれぞれの時間外労働が、36協定で定めた時間を超えないこと。
了36協定で定めた「1日」の時間外労働の限度を超えないように日々注意してください。
了また、日々およぴ月々の時間外労画の累計時間を把握し、36協定で定めた「1か月」「1年」の時間外労働の限度を超えないように注意し

てください。

□②休日労働の回数・時間が、36協定で定めた回数・時間を超えないこと。

□③特別条項の回数(=時間外労働が限度時間を超える回数)が、36協定で定めた回数を超えないこと。
了月の時間外労働が限度時間を超えた回嘗貨(〓特別条項の回数)の年度の累計回数を把握し、36協定で定めた回数を超えないように注

意してください。

□④毎月の時間外労団と休日労働の合計が、100時間以上にならないこと。

□⑤月の時間外労働と休日労働の合計について、どの2～6か月の平均をとつても、1か月当たり80
時間を超えないこと。

例えば、時間外労働と休日労働を合計して80時間を超える月が全くないような事業場であれば、①～

③のポイントだけ守ればよいことになります。

上限規制を遵守するためには、上記のチェッ
`フ

ポイントを日々守つていただく必要があります。特に、④・⑤のポイントは、

◆回の法改正で初めて導入される規制となり、時間外労働と休日労働を合計するという新たな管理が必要となります。

8

上限規制に適応した36協定を締結・届出を行つた場合、

次の段階として、36協定に定めた内容を運守するよう、

日々の労画時間を管理する必要があります。

ここでは、労画時間の管理において必要なポイントを整理します。

Check Point



3 36協定のここが変わります
◆回の法改正によつて法律に時間外労働の上限が規定されたため、36協定で定める必要がある事項が変

わりました。このため、36協定屈の新しい様式を策定しています。

時間外労働又は休日労働を行わせる必要がある場合には、以下の事項について協定した上で、36

協定届(様式第9号 )を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。

臨時的な特別の事情があるため、原則となる時間外労働の限度時間 (月 45日寺間。年360時間)を超

えて時間外労働を行わせる必要がある場合には、さらに以下の事項について協定した上で、36協定

届 (様式第9号の2)を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。

※健康福祉確保措置として望ましい措置

(1)医師による面接指導  (2)深夜業の回数制限  (3)終業から始業までの休息B寺間の確保(勤務間インターバル)

(4)代償休日'特別な休暇の付与  (5)健 康診断  (6)連続体暇の取得  (7)心とからだの相談窓□の設置

(3)配置軍五換  (9)産業医等による助言。指導や保健指導

過半数代表者の選任

9

労働時間を延長し、又は体日に労働させることができる場合

時間を延長し、又は休日に労働させることができる労働者の範囲労働

有効期間1年の起算日対象期間(1年間に限る)

対象期間における 了1日  了1か月  71年 について、労働時間を延長して労働させることが

できる時間又は労働させることができる休日

時間外労働十休日労働の合計が、 了月100時間未満  了2～6か月平均80時間以内 を満たすこと

新しい36協定において協定する必要がある事項

臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合における

了1か月の時間外労働+休日労働の合計時間数 (100時間未満)

了1年の時間外労働時間(720時間以内)

限度時間を超えることができる回数 (年6回以内)

限度時間を超えて労働させることができる場合

て労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置※了限度時間を超え

限度時間を超えた労働に係る割増賃金率

限
度
時
間
を
超
え
る
場
合

限度時間を超えて労働させる場合における手続

新しい36協定において協定する必要がある事項

●36協定の締結を行う労働者の代表は、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者の過半数

を代表する者 (過半数代表者)が行う必要があります。

●過半数代表者の選任に当たつては、以下の点に留意する必要があります。

了管理監督者でないこと

736協定締結をする者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出すること

了使用者の意向に基づいて選出された者でないこと

0さらに、使用者は過半数代表者が協定締結に関する事務を円滑に遂行することができるよう、必要な配慮を行

わなければなりません。

ここも注目



【2章】労画時間法制の見直しについて

Point 1 協定する期間は、「1日」「1か月J「1年」に限ります。

●従来の36協定では、延長することができる期間は、「1日」「1日を超えて3か月以内の期間」「1年」とされていましたが、

今回の改正で、「1か月」「1年」の時間外労働に上限が設けられたことから、協定する期間については「1日」「1か月」「1

年」に限ることとなりました。

協定期間の「起革口Jを定める必要があります。

01年の上限について算定するために、協定期間の「起算日」を定める必要があります。

Point,2

PointI】
時間外労働と体日労働の合計について、月100田寺間未満、

2～6か月平均80時間以内にすることを協定する必要があります。

036協定では「1日」「1か月」「1年」の時間外労働の上限時間を定めます。しかし、今回の法改正では、この上限時間内で

労働させた場合であつても、実際の時間外労働と休日労働の合計が、月100日寺間以上または2～6か月平均80B寺間超

となつた場合には、法違反となります。

0このため、時間外労働と休日労働の合計を月100B寺間未満、2～6か月平均80時間以内とすることを、協定する必要

があります。36協定届の新しい様式では、この点について労使で合意したことを確認するためのチェッグボックスが

設けられています。

限度時間を超えて労働させることができるのは、
「臨時的な特別の事情がある場合」に限ります。

●限度時間(月 45時間・年360B寺間)を超える時間外労働を行わせることができるのは、通常予見することのできない業

務量の大幅な増加など、臨時的な特別の事情がある場合に限ります。

Δ 臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合の事由については、

できる限り具体的に定めなければなりません。

「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など、恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは

認められません。

Point4

●予算、決算業務 0ボーナス商戦に伴う業務の繁忙 ●納期のひつ迫

●大規模なグレームヘの対応 ●機械のトラブルヘの対応

臨時的に必要がある場合の例

PointS 健康及ぴ福祉を確保するための指置

●限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置を請じなければなりません。
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労倒時間の延長及び休日の労倒は必要最小限にとどめられるべきであり、

労使当事者はこのことに十分留意した上で協定するようにしてください。
なお、使用者は協定した時間数の範囲内で労伺させた場合であっても、労
勘契約法第5条に基づく安全配慮義務を負います。

36協定届の記載例
(様式第9号 (第 16条第1項関係))

36協定で締結した内容を協定届 (本様式)に

転記して届け出てください。

036協定届 (本様式)を用いて36協定を締結することもできます。

その場合には、労御者代表の署名又は記名・押印が必要です。

●必要事項の記載があれば、協定届様式以外の形式でも届出できます。

36協定の届出は電子申請でも行えます。

(任意)の欄は、記載しなくても構いません。

表面
労飼保険番号・法

人番号を記載して

ください。

□□□□□
1都道府県‖堕」1 言磯 |

口 □ □ □ □
凹 躊

□□□□□□回□□□□□□

労働保険番号

法人番号

時間外労働

休 日労 働
に関する協定届

様式第 9号 (第 16条第 二項関係)

協定の成立年月日   0000年   3月  12 日

協定の当事者である労働組合 (事業場の労働者の過半数で組織する労働組合)の名称又は労働者の過半数を代表する者の

(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法 (  投票による選挙

0000年  3 月 15  日

職名 検査課主任

氏名 山田花子

)

良

長

太

場

中

工

田

名

名

職

氏
押印も必要です。

この協定が有効と

なる期間を定めて

ください。1年間と

することが望まし

いです。

1年間の上限時間

を計算する際の起

算日を記載してく

ださい。その1年間

においては協定の

有効期間にかかわ

らず、起算日は同一

の日である必要が

あります。

時間外労向と法定

休日労Dを合計し

た 時 間 数 Iよ 、月

100時間未満、2～

6か月平均80時間

以内でなければい

けません。これを労

使で確認の上、必

ずチェッ
`7を

入れて

ください。チェック

ボッ
`フ

スにチェッr7

がない場合に Iよ 、

有効な協定届とIよ

なりません。

1年の法定労働時間を超える時間

数を定めてください。①は360時
間以内、②は320時間以内です。

0000年4月 1日ア)｀ら1

1年 (①については360時 r,電 まで

0000年4月 1
日

日)月

】ては320時間まで〉

え る時える時間

250眠子F日弓 1 370隈 ,F日弓

150時間 1270時間

150時間 1 270時間

200時間 i 320時間

320時間200

休日における始業及び終業の時刻

8:30～刊フ:30

8:30～ 17:30

1箇 月 (① については 45

え る時間

42時間 まで )

え る 時 間

(任意)

30時間 : 40時間

15時間 1 25時間

15時間 25時間

30時間20時間

20時間 1 30時間

法 定 休 日 の 日 数

呵か月に1日

1か月に1日

管理監督者は労働者代表にはなれません。

1か月の法定労働時間を超える時

間数を定めてください。①は45時

間以内、②は42時間以内です。

協定書を兼ねる場合には、労働者代表

の署名又は記名・押印が必要です。

え る時間

l日

え る時間

3時間  ! 3.5時間

2時間  1 2.5時間

2時間  1 2.5時間

3時間  1 3.5時間

3.5時間3時間

1日 の法定労働時間を

超える時間数を定めて

ください。

所在地

○○市○○町1-2-3 -0000)

(1日 )

(任意 )

フ.5時間

フ.5時間

フ.5時間

フ.5時間

フ.5時間

(任意 )

土日祝日

土日祝日

労働者数

G晶

10人

10人

20人

5人

5人

18歳

10人

20人

業務の範囲を細分化し、

明確に定めてください。

業務の種類

設計

機械組立

検査

経理

設計

機械組立

○○金属工業株式会社 ○○工場

事由は具体的に

定めてください。

時間外労働をさせる

必要のある具体的事由

受注の集中

製品不具合への対応

臨時の受注、納期変更

事業場 (工場、支店、営業所等)

ごとに協定してください。

月末の決算事務

棚 卸

下記②に該当しなし

受注の集中

により労働する労働者

1年単位の

休日労働をさせる必要のある

臨時の受注、納期変更

金属製品製造業

時

間

外

労
働

休

日
労

働

上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について 100時間未満でなければならず、かつ 2箇月から6箇月までを平均して 80時間を超過しないこと。ご

(チ ェックボックスに要チェック)

対象期間が3か月

を超える1年単位

の変形労働時間制

が適用される労働

者については、②

の欄に記載してく

ださい。

労同者の過半数で

組織する労働組合

が無い場合には、

36協定の締結をす

る者を選ぶことを

明確にした上で、投

票。挙手等の方法

で労働者の過半数

代表者を選出し、選

出方法を記載して

ください。

使用者による指名

や、使用者の意向

に基づく選出は認

められません。

○  ○  労働基準監督署長殿

使用者

⑩



労働時間の延長及び体日の労倒は必要最小限にとどめられるべきであり、

労使当事者はこのことに十分留意した上で協定するようにしてください。

なお、使用者は協定した時間数の範囲内で労罰させた場合であつても、労

D契約法第5条に基づく安全配慮義務を負います。

36協定層の記載伊J(特別乗頂)
(様式第9号の2(第 16条第1項関係))

臨時的に限度時間を超えて労働させる場合には

様式9号の2の協定届の届出が必要です。

様式第9号の2は、
・限度時間内の時間外労前についての届出警 (1枚目)と、

・限度時間を超える時間外労薗についての届出書 (2枚目)

の2枚の記載が必要です。

36協定で締結した内容を協定届 (本様式)に転記して

届け出てください。
●36協定届 (本様式)を用いて36協定を締結することもできます。

その場合には、労伺者代表の署名叉は記名。押印が必要です。

●必要事項の記載があれば、協定届様式以外の形式でも届出できます。

36協定の届出は電子申請でも行えます。

(任意)の欄は、記載しなくても構いません。

1枚目
(表面)

時間外労働

休 日労 働
に関する協定届

様式第 9号の 2(第 16条第 1項関係 )

労働保険番号。法

人番号を記載して

ください。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□
1都道府県 |□ I F韓  ||      と確手

=     |1  
技を,  |1複 ―括■案B番号 |

□□□□□□□□□□□□□

労働保険番号

法人番号

1年間の上限時間

を計算する際の起

算日を記載してく

ださい。その1年間

において Iよ協定の

有効期間にかかわ

らず、起算日Iよ 同一

の日である必要が

あります。

0000年4月 1日

え る 時

0000年4月 1日から1

え る 時 間

200時間 1320時間

え る 時 間

事業 の所在地 (電 話番号 )

1日

え る 時 間

フ.5時間

日

20時間 1 30時間3時間  1 3.5時間

える時間

25時間

25時間

1箇月 (①については 45時闘ま

②については42時間まで)

30時間

15時間

15時間

え る 時 間

2.5時間

2.5時間

3時間

2時間

2時間

ア.5日寺間

ア.5時間

フ.5時間

3フ0時間

270時間

270熙争Fロロ

150時間

150時間

1年 (①については360時 間ま
②については320時間まで)

この協定が有効と

なる期間を定めて

ください。1年間と

することが望まし

いです。

(1 日)

(任意 )

(〒 000- 0000 )
○○市○○町1-2-3

1 40時間1 3.5時間 250時間
|

1日 の法定労向時間を

超える時間数を定めて

ください。

1か月の法定労同時間を超える時

間数を定めてください。①は45時

間以内、②は42時間以内です。

1年の法定労働時間を超える時間

数を定めてください。①は360時

間以内、②は320時間以内です。

320時間200時間30時間20時間3.5時間フ.5時間

場
休日における始業及び終業の時刻

8:30～ 17:30

8:30～17:30

法 定 休 日 の 日 数

1か月に1日

呵か月に1日

ー
(任意 )

土日祝日

土日祝日

藝鑑10人
20人

労働者数

(す挑 〕

10人

10人

20人

5人

5人

業務の範囲を細分化し、

明確に定めてください。

業務 の種類

設計

検査

機械組立

経理

購買氏

業務の種類

設計

機械組立

事業 の名称Ч

○○金属工業株式会社 ○○工場

事由は具体的に

定めてください。

事業場 (工場、支店、営業所等)

ごとに協定してください。

時間外労働をさせる

必要のある具体的事由

受注の集中

製品不具合への対応

臨時の受注、納期変更

月末の決算事務

棚卸  氏

D下記②に該当しない労働者

ゝ
Э l年単位の変形労働時間制

によ り労働す る労働者

体 日労働 をさせ る必要のある具体的事 由

受注の集中

臨時の受注、納期変更

事業の種類

金属製品製造業

時
間
外
労
働

＼

休

日

労

働

上記で定める時間数にかかわらず、時間外労イ勁及び休日労働を合算した時間数は、1笛月について 100時間未満でなければならず、かつ 2笛月から6笛月までを平均して 80時間を超過しないこと。営

(チ ェックボックスに要チェック)

対象期間が3か月

を超える1年単位

の変形労働時間制

が適用される労働

者については、②

の欄に記載してく

ださい。

冨
棚
】雄
轡
覇
囲
洋
謹
ｅ
測
同
σ
百
Ｕ
ｇ
州

一
ロ



゛
“

2枚目
(表面)

臨時的な特別の事情がなけイlば、限度時間 (月 45時間又は42時間・年360
時間又は320時間)を超えることはできません。

限度時間を超えて労イ重〕させる必要がある場合でも、時F日日外労イ重lは F艮度時F日司

にできる限り近づけるよう1こ努めてください。

時間外労働

休 日労 働
に関する協定届 (特別条項 )

様式第 9号の2(第 16条第 1項関係 )

協定の成立年月日   0000年   3 月 12 日

協定の当事者である労働組合 (事業場の労イ動者の過半数で組l哉する労働組合)の名称又は労働者の過半数を代表する者の
贅宅

協定の当事者 (労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法 (  投票による選挙

0000 年  3 月 15  日

山田花子

職名 工場長
氏名 田中太郎

限度時間を超

えて時間外労

倒をさせる場

合 の割増 賃

金率を定めて

ください。

この場合、法

定 の割増 率

(25%)を超

える割増率と

なるよう努め

てください。

1年間の上限時

間を計算する際

の起算日を記載

してください。そ

の 1年間におい

ては協定の有効

期間にかかわら

ず、起算日は同

一の日である必

要があります。

35%

35%

35%

時間外労働と法定休日労働を合

計した時間数は、月 100時 間未

満、2～6か月平均80時間以内で

なければいけません。これを労使

で確認の上、必ずチェックを入れ

てください。チェックボックスに

チェックがない場合にlよ 、有効な

協定届とはなりません。

限度時間 (年 360時
間または320時間)を

超えて労薗させる 1

年の時間外労働 (休

日労働は含みませ

ん)の 時間数を定め

てください。年フ20時

間以内に限ります。

0000年4月 1日

る内 に720

1年
(時間外労働のみの時間数。

日

延長することができる時間ちc

法定労働時間を :所定労働時間を

超 え る 時 間 数 :超 え る時 間 数

: (任 意 )

6フ0時間

620時間

550時間

500時間

35%

35%

限度時間を超えて

時間外労倒をさせる

場合の割増賃金率

を定めてください。

この場合、法定の割

増率 (25%)を 超え

る割増率となるよう

努めてください。

管理監督者は労働者代表にはなれません。

協定書を兼ねる場合には、労筒者代表

の署名又は記名・押印が必要です。

延長することができる時間数

及 び 休 日 労 働 の 時 間 数

した時間数  纂

時間数 と休 日‐えるる時間数 と休 日

した時間数

数を合労働

60時間

60時間

55時間

70時間

フ0時間

65時間

限度時間 (月 45時 間又は42時

間)を超えて労働させる場合の、1

か月の時間外労働と休日労働の

合計の時間数を定めてください。

月100時間未満に限ります。

なお、この時間数を満たしていて

も、2～6か月平均で月80時間を

超えてはいけません。

1住1月

(時間外労働及び休口労働を合算した時間敬。100時向未i歯に,1く る。)

(6回以ぬに限る。

とができ

回
　
回
　
回

４

　

３

　

３

1日

(任意 )

延長することができる時間数

法定労働時間を : 所定労働時間を

超 え る時 間 救 :超 え る時 間 数

:  (任 意 )

6

6時間

6時間

6時間

6.5時間

6.5時間

月の時間外労働の限度時

間 (月 45時 間又は42時

Fョ弓)を超えて労伺させる

国数を定めてください。

年6国以内に限ります。

(す:M啓 )

労働者教

呵0人

¬0人

20人

容)対
象労匈者への医師による面接指導の実施、対象労箇者に11時間の勤務間インダーバルを設定

職場での時短対策会議の開催

業務の範囲を細

分化し、明確に定

めてください。

労働者代表者に対する事前申し入れ

業務の種類

計
　
査

引銀
　
検

①、③、⑩

臨時的に限度時間を超 えて労l動 させ ることがで きる場合

突発的な仕様変更

製品トラブル・大規模なグレームヘの対応

事由は一時的または突発的に時間外労罰

を行わせる必要のあるものに限り、できる

限り具体的に定めなければなりません。
「業務の都合上必要なとき」「業務上やむを

得ないとき」など恒常的な長時間労働を招

くおそれがあるものは認められません。

機械トラブルヘの対応

えて労働 させ る場合にお ける手続

限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び

福社を確保するための措置

上記で定める時間数にかかわらず、時間外労l勁及び休日労働を合算した時間数は、1笛月について 1(Xl時間未滴でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して 80時間を超過しないこと。通r
(チ エンクボツクスに要チェンク

限度時間を超えた

労働者に対し、裏面

の記載心得1(9)①

～①の健康確保措

置のいずれかの拮

置を請ずることを

定めてください。

限度時間を超えて

労白させる場合に

とる手続きについ

て定めてください。

押印も必要です

労働者の過半数で組織する労働組合が無い場合には、36協定の締結をする者を選ぶことを明確にし

た上で、投票・挙手等の方法で労働者の過半数代表者を選出し、選出方法を記載してください。

使用者による指名や、使用者の意向に基づく選出は認められません。

○  ○   労働基準監督署長殿

使用者



日年次有給休I限の取得義務化

【2章】労団時間法制の見直しについて

取得時季の意見を聴取

与

使用者

2019年 4月 1日施行

労働基準法では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満たす労団者に対

し、毎年一定日数の年次有給休暇を与えることを規定しています。(※ )

(※ )年次有給休暇 (労働基準法第39条 )

雇入れの日から起算して6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(管理監督者を含む)には、年10日の有給体暇が

付与されます。

継続勤務6年6か月で年20日が限度となります。

パートダイム労働者など所定労働日数が少ない労働者については、所定労働日数に応じた日数の有給休暇が比例付与されます。

0年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する口寺季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらい等の

理由から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となつています 。

0このため、◆般、労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与

される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必

要となりました。

●ただし、2019年4月より前に付与していた年次有給休暇については、年5日取得させる義務の対象とはなりません。

2019年4月 1日以後、最初に年10日以上の年次有給休暇を付与した日(基準日)から、年5日確実に取得させる義務の

対象となります。

■時季指定義務のポイント

労働者の申出による取得(原則) 使用者の時季指定による取得(新設)

使用者が労働者に
労働者が使用者に

取得時季を申出 + 労働者の意見を尊重し

使用者が取得時季を指定

労働者 使用者 労働者

【(例 )4/1入社の場合】

4/1

入社

9/30

(例)労働者が自ら5日取得した場合       ⇒

労働者が自ら3日取得+計画的付与2日 の場合 ⇒

労働者が自ら3日取得した場合       ⇒

計画的付与で2日取得した場合       ⇒

10/1 4/1

10/1～翌9/30までの1年間に5日

取得時季を指定しなければならない。

◆対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)に限ります。

◆労働者ごとに、年次有給体暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が取得時季を指定して与え

る必要があります。

(※ )使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなけ才1ばなりません。

◆年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。

(※ )労働者が自ら申し出て取得した日数や、労使協定で取得時季を定めて与えた日数(計画的付与)については、5日から控除することができます。

使用者の時季指定は不要

〃

使用者は2日 を時季指定

〃 3日  〃

」
　

　

ア
レ
Ｆ

「○月X日に
休みます」

休んでください」

「○月X日に

10日 付与 (基準日)

(※ )半日単位の年体は5日から控除することができますが、時間単位の年体は5日 から控除することができません。

14



※法定の基準国と異なり、

●入社日から年次有給体暇を付与する場合や、

●全社的に年次有給休暇の起算日を合わせるために2年目以降に付与日を変える場合などについては、以下のような取扱いとなります。

①法定の基窄日(雇入れの日から半年後)より前に10日以上の年次有給休暇を付与する場合

⇒使用者は付与した日から1年以内に5日指定して取得させなければなりません。

4/1入社 10/1

通常は10/1～翌9/30ま での1年間に5日取得させること

になるが、4/1に前倒しで付与した場合には、4/1～翌3/31

までの1年間に5日取得させなければならない。

②入社した年と翌年で年次有給休暇の付与日が異なるため、5日の指定義務がかかる1年間の期間に重複が生じる場合 (全社

的に起算日を合わせるために入社2年目以降の社員への付与日を統一する場合など)

⇒重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間 (前の期間の始期から後の期間の終期までの期間)の長さに応じた日数 (比例

按分した日珈)を、当該期間に取得させることも認められます。

(例 )

4/1入社で、

初年度は10/1に付与

翌年度Iよ 4/1に付与する場合
4/η 入社 10/η 4/1

●

3/3η

通常は1年目の10/1～翌9/30ま での1年間に5日 取得さ

せ、2年目の4/1～ 翌3/31ま での1年間に5日取得させるこ

とになるが、期間の重複が生じるため管理が複雑になる。

この場合には、10/1～翌々3/31ま での期間(18箇月)に、

18■ 12× 5日 =75日以上取得させることも認めらイ1る 。

①上記①・②の期間経過後は当該期間の最終日の翌日からの1年間に5日の指定義務がかかります。

(l,」 )

4/1入 4と日きに

10日付与する場合

上記①の場合

上記②の場合

●

4/呵 入社 10/1

①の期間

●

4/1入社 10/1

●

3/31

●

9/30

●

9/30

(伊 J)

"
3/31 4/1

次の期間

9/30

●

3/31

"
3/31 4/1

(lテ」)
● ●

3/314/呵

②の期間 次の期間

④10日のうち一部を法定の基準日より前倒しで付与し、労働者が自ら年次有給体暇を取得した場合

⇒分割して前倒しで付与した場合には、付与日数の合計が10日に達した日からの1年間に5日の指定義務がかかります。当該

日以前に、分割して前倒しで付与した年次有給体暇について労働者が自ら取得していた場合には、取得した日数を5日の指

定義務から控除することができます。

(傾」)

4/1入社日寺に

5日付与し、フ/1に

残り5日付与する場合

―合計10日に到達

●

4/1入社

●<田
●■■■田日■

尋

7/η

法定の基準日10日付与

5日取得

1年目の付与日(10日付与) 2年目の付与日(11日付与)

5日取得

5日取得

75日以上取得

10日 付与 法定の基準日

5日取得 5日 取得

1年目の付与日 2年目の付与日

5日取得フ5日以上取得

5日付与 5日付与

5日取得

フ/4～翌6/30ま での1年間に5日取得させることが必要。

ただし、4/1～ 6/30までに労働者が自ら年次有給休暇を取得し

ていた場合には、取得した国数を5国 から控除することができる。
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【2章】労画時間法制の見直しについて

■年次有給休暇管理簿

使用者は、労慟者ごとに年次有給体Ⅱ限筐理簿を作成し、3年間保存し

なければなりません。

時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類 (年次有給休暇管理簿)を作成し、当該年休を与えた期間

中及び当該期間の満了後3年間保存しなければなりません。

(年次有給休暇管理簿は労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製することができます。また、必要なときにいつ

でも出力できる仕組みとした上で、システム上で管理すること七)差 し支えありません。)

(例)労働者名簿または賃金台帳に以下のような必要事項を盛り込んだ表を追加する。

ここも注 目  ～就業規貝uによる規定～

休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記朝事頂 (労働基準法第89条)であるため、使用者による

年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及ぴ障季指定の方

法等について、就業規則に記載しなければなりません。

年次有給体0限

取得日数

基準日(労 働基準法第
39条第7頃関係) 2019/4/1 基準日

(補足)基準日が2つ存在する場合(※ P15②参照)には、基

準日を2つ記載する必要があります。

基準日から1年以内の期
間における年次有給休
暇の取得日数

年次有総休Ⅱ限を取得し
た日付

2019/
4/4(木 )

2019/
5/7(,k)

2019/
6/3(月 )

2019/
7/1(月 )

2019/
8/1(木 )

2019/
8/13(ツリ

2019/
8/14(7k)

2019/
8/15(木 )

2019/
8/16(金 )

2019/
8/19(月 )

2019/
9/2(月 )

2019/
10/9(フ」()

2019/
11/S(火 )

2019/
12/61金 )

2020/
1/14(火 )

2020/
2/10(月 )

2020/
3/19(木 )

2020/
3/20(金 )

時季 (年次有給休暇を取得した日付)

(規定例)第○条

1頂～ 4頂 (日各)(※ )厚生労働省HPで公開しているモノル就業規則をご参照ください。

5 第1項又は第2頂の年次有給体暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日

から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その

意見を尊重した上で、あらかじめ8寺季を指定して取得させる。ただし、労働者が第3頂又は第4項の規定による年

次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日 から控除するものとする。
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5 中小企業に対する月601寺間超の

時間外労働の署u増賃金率の適用

猶予見直し

■2023年4月 1日から、月60日寺間を超える残業は、割増賃金率が上がります

(現在) (改正後)2023年4月 1日施行

月60時間超の残業割増賃金率

大企業は 50%

中小企業は 25%

月60時間超の残業割増賃金率

大企業、中小企業ともに50%

※中小企業の割増賃金率を引上Iザ

※中小企業の定義は、以下のとおりです(事業場単位ではなく、企業単位で判断します)。

1か月の時間外労画

(

1日 8B寺間・1週40時間
を超える労働時間 )

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 25%

1か月の時間外労画

(1概Ⅷ )

60日寺間超60時間以下

50%大企業 25%

50%中小企業 25%

業種
資本金の額

または出資の総額
または

常時使用する
労働者

小売業 5,000万円以下    または 50人以下

サービス業 5,000万円以下   または 100人以下

卸売業 1億円以下 または 100人以下

その他

(製造業、建設業、
運輸業、その他)

3億円以下 または 300人以下
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【2章】労団時間法制の見直し1こ
Fつも導で

産業医・産業保健機能の強1ヒ

産業医・産業保健機能の強1ヒについて

1 産業医の活動環境の整備

2 労働者の健康管理等に必要な情報の産業医等への提供等

労1動者の健康管理等に必要な情報の産業医への提供

(1)産業医等を選任した事業者は、産業医等に対し、産業保健業務を適切に行うために必要な情報 (※ 1)を提供 (※ 妙しなければ

なりません。

(産業医の選任義務のある労働者数50人以上の事業場は義務、産業医の選任義務のない労働者の健康管理等を行う医師又は保健師を選任した50人未満の事業場は努力義務)

(■ 1)産業医に対して提供する情報

ア 既に語じた健康診断実施後の措置、長時間労働者に対する面接指導実施後の措置若しくは労働者の心理的な負担の程度を把握するた

めの検査の結果に基づく面接指導実施後の措置又は講じようとするこれらの措置の内容に関する情報 (これらの措置を請じない場合に

あつては、その旨及びその理由)

イ 時間外・休日労働時間が1月 当たり80時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報

ウ ア及びイに掲げるもののほか、労働者の業務に関する1青報であつて産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの

(※ 2)産業医に対する情報の提供日も期

アに掲げる情報 :健康診断の結果についての医師等からの意見聴取、面接指導の結果についての医師からの意見聴取又は労働者の心理的

な負担の程度を把握するための検査の結果に基づく面接指導の結果についての医師からの意見聴取を行つた後、遅滞なく提供すること。

イに掲げるイ盾報 :当該超えた時間の算定を行つた後、速やかに提供すること。

ウに掲げる情報 :産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。

労働者の心身の状態に関する情報の取扱い

(2)事業者は、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合を除き、労l動者の心身の状態に関する情報を収集し、保管

し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当

該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければなりません。              ※じん月市法も同様の改正

●産業医とは :事業場において、労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、作業の管理、健康管理等

を行う医師。常時使用する労働者が50人以上の事業場において選任義務があります。

●衛生委員会とは :事業場において、労働者の健康障害を防止するための事項等を調査審議する会議です。常時使用

する労働者が50人以上の事業場において設置義務があります。

産業医の独立性。中立II生の強化

(1)産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識に基づいて誠実にその職務を行わなければなりません。

長時間労働者等の健康確保対策の強化

(2)事業者は、産業医の勧告を受けたときは、遅滞なく、勧告の内容等を衛生委員会等に報告しなければなりません。

(産業医の選任義務のある労働者数50人以上の事業場)

(3)事業者は、産業医等による労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制整備等を講ずるように努めな

ければなりません。

産業医の業務内容等の周知

(4)産業 医等 を選 任 した事 業 者 は、そ の 事 業 場 にお ける産 業 医 等 の 業 務 の 内 容 等 (※ 1)を 、常 時各 作 業 場 の 見 や す い場 所 に掲

示 し、又 は備 え付 けること等 により、労 働 者 に周 矢[(※劾させ な けれ ばな りませ ん 。 l産業医の選任義務のある労働者数50人以上の事業場は義

務、産業医の選任義務のない労働者の健康管理等を行う医師又は保健師を選任した50人未満の事業場は努力義務)

(*1)労十動者に周知させなければならないもの

ア その事業場における産業医の業務の具体的な内容

イ 産業医に対する健康相談の申出の方法

ウ 産業医による心身の状態に関する情報の取扱いの方法

(■ 2)労十動者に周知させる方法

ア 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること

イ 書面を労働者に交付すること

ウ 磁気テープ、磁気ディスクその他こイlらに準ずる物に記録し、かつ、各作業

場に労働者が当該記録の内容を常日きI役認できる機器を設置すること
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事業者が管理監督者や裁量労1動制の適用者を含めた全ての労団者の労慟B寺間の状況を把握

事業者が産業医に時間外・

休日労働時間が月80時間超の

労団者の情報を提供

事業者は時間外・休日労i動時間が

月80時間超の労団者本人に

労慟時間の情報通知

産業医が情報をもとに

労働者に面接指導の申出を

勧奨することができる

※画接指導の対象要件を月1008寺間超から月80日寺間超に拡大

事業者が産業医等にホる面機指響を実施

事業者が産業医等から労働者の措置等に関する意見を聴く

事業者が産業医等の意見を踏まえて必要な措置を隔じる

産業医が労働者の

'農

康を確保するために必要があると盟める場合は事業者に勧告

拡充
時間外・休日労働時間が月80時間超の労慟者が事業者に面接指導の申出

事業者が産業医に措置内容を情報提供

産業医が勧告を行う場合は事業者からあらかじめ意見を求める

事業者が産業医の勧告の内容等を衛生委員会等に報告
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【2章】労団時間法請uの見直しについて

長時間労働者に対する面接指導等の実施について

(D労働時間の状況の把握

□長時間労働者に対する面接指導を実施するため、ダイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機

の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、管理監督者

や裁量労働制の適用者も含めた全ての労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。

②時間外・休日労画日き間の算定・申出の手続

□時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行います。

(例)賃金締切日とする。

□事業者は、産業医に対し、時間外・休日労働が月80時間を超えた労働者の氏名及び当該超えた時間に関する情報を提

供します。

□事業者は、時間外・休日労働時間が月80時間を超えた労働者に対し、労働時間に関する情報を通宍[します。

□事業者は、時間外・休日労働時間が月80時間を超えない労働者についても、労働時間に関する情報について開示の

求めがあれば、開示する

ことが望まイlます。

□申出は書面や電子メール

等の記録が残るものとし

ます(様式例参照)。

様式例

(∋長時間労働者に対する面接指導等の実施

i 時間外・休日労働時間が月80時間を超えた場合

|

労曲安全衛生法第66条の8の

面接指導に係る申出書

事業者 氏名 殿

私は労働安全脅,生規則第52条の2第 1項に

だめる者として、下記のとおり面積掲導を受

1面接指導を受ける医師 (いずれかにテェック)

2面積指導を受ける日a壱

3面装指導を実施するにあたり配慮を求める事項

事業者

労働者 中

中産業医

ii 時間外・休日労働時間が月45時間を超えた場合

1月の時間外・休日労働時間数=1月の総労働時間数―(計算期間1月間の総暦日数/7)× 40

1月の総労働時間数=労働時間数 (所定労働時間数)十延長時間数 (時間外労働時間数)十休日労働時間数

面接指導の申出期間。実施期間について (毎月10日 〆の場合)

例)5月 10日期日の場合

期日 “““ 申出

一

面接指導実施

5/25

6/9

I

|

6/24

B

5/104/11 申出期間
(期 日から1か月)

面接指導実施期間
(申出から1か月)

この期間中に面接指導を受

けた場合等で医師が必要で

ないと認めた場合は、この

期間に係る面接指導を免除

時間外労働
月80日寺間超

●申出をした労働者に対し、医師による面接指導を実施しなければなりません。面接指導を実施した医師から

必要な措置について意見聴取を行い、必要と認める場合は、適切な事後措置を実施しなければなりません。

●時間外・休日労働時間が月80時間を超えた労働者に関する作業環境、労働時間に関するf情報、深夜業の回数

及び時間数等の情報を産業医に提供しましょう。

●面接指導の申出をし、医師による面接指導を受けましょう。

●労働者に対し、面接指導の申出をするよう勧奨しましょう。面接指導を実施する産業医は「長時間労働者への

面接チェックリスト(医師用)」 等を活用しましょう。

0健康への配慮が必要な者が面接指導等の対象となるよう基準を設定し、面接指導等を実施することが望ま

れます。また、必要と認める場合は、適切な事後措置を実施することが望まれます。
事業者 中
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①医師からの意見聴取・面犠指導の結果の記録

□事業者は、面接指導を実施した労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければな

りません。

□医師の意見聴取は、面接指導を実施した医師から面接指導の結果の報告に併せて行うことが適当です。

□事業者は、面接指導の結果の記録を作成し、5年間保存しなければなりません。

□面接指導の結果の記録は、面接指導を実施した医師からの報告をそのまま保存することで足ります。

⑤事後措置の実施の際に留意すべき事項

□事業者は、医師の意見を勘案して、必要と認める場合は適切な措置を実施しなければなりません。

□面接指導により労働者のメンダルヘルス不調が把握された場合は、必要に応じて精神科医等と連携しつつ対応を図り

ましょう。

□特にメンダルヘルス不調に関して、面接指導の結果、労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならないことに留意しま

しょう。

③ 事業場で定める必要な措置に係 る基準の策定

回事業場で定める基準の策定は、衛生委員会等における調査審議の内容を踏まえて決定するとともに、長時間労働に係

る医学的矢□見を考慮し、以下の点に十分留意しましょう。

●時間外・休日労働が月80時間を超えた全ての労働者に面接指導を実施するよう基牢の策定に努めましょう。

●時間外・休日労働が月45時間超の労働者について、健康への配慮が必要な者の範囲と措置について検討し、それ

らの者が措置の対象となるように基準を策定することが望まれます。

例1)時間外・休日労働時間が月45時間を超える労働者で産業医が必要と認めた者には、面接指導を実施する。

例2)時間外・体日労働時間が月45時間を超える労働者に係る作業環境、労働時間等の情報を産業医等に提供し、事

業場における健康管理について事業者が助言指導を受ける。

② 長時間労働者に対 する面接指導等の実施 に当 たつて

回月80時間超の時間外。休日労働をさせた事業場又はそのおそれのある事業場等においては、衛生委員会等で調査審

議のうえ、以下のア及びイを図りましょう。調査審議の結果の際は、申出を行うことによる不利益取扱いの防止など、

申出がしやすい環境となるよう配慮しましょう。

ア 申出様式の作成、申出窓□の設定など申出手続を行うための体制の整備

イ労働者に対し、申出方法等の周宍□徹底

□面接指導を実施する医師は、産業医や産業医の要件を備えた医師等が望まれます。

□面接指導の実施の事務に従事した者には、その実施に関して守秘義務が課せられます。

□派遣労働者への面接指導は、派遣元事業者に実施義務が課せられます。

□時間外・休日労働が月80時間超の労働者全員に対して面接指導を実施する場合は、事業者は対象者全員に面接指導

の実施の通矢□等を行い、労働者が申込みを行つたことなどをもつて申出を行つたものとみなします。
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3章

生産性向上 &業務効率化に関する助成金

魅力ある職場づくり&社員育成に関する助成金等

働き方改革推進に向けた支援

業務改善助成金 0生産性向上に資する設備。機器の導入等を行うとともに、事業場内最低賃金

の引上げを図る企業を支援します。

〔お問い合わせ先】
各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)〉 雇用環境・均等部(室)所在地一覧 爛

働き方改革推進
支援助成金

●出退勤管理のソフトウェア導入・更新費用、専門家による業務効率化指導、生

産工程の自動化・省力化等、労働時間短縮や生産性向上を支援します。

【お問い合わせ先】
各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)>雇用環境・均等部(室)所在地一覧 靱

両立支援等助成金 ●育児休業の円滑な取得・職場復帰の支援や代替要員の確保を行つた企業を支援します。

〔お問い合わせ先】

各都道府県別の雇用関係各種給付金申請等受付窓□

>雇用関係各種給付金申請等受付窓□一覧

育児・介護支援プラン
導入支援事業

0社会保険労務士等の専門家である仕事と家庭の両立支援プランナーが、育

児・介護休業からの復帰プランの策定支援を行います。

【お問い合わせ先〕

株式会社パソナ育児・介護支援プロジェクト事務局(委託先)TEヒ 03‐5542‐ 1740

>「仕事と家庭の両立支援プランナー」の支援を希望する事業主の方ヘ

65歳超雇用推進
助成金

●66歳以上の継続雇用延長や65歳以上の年齢までの定年引上げ、高齢者向

けの雇用管理制度の整備等を行う企業を支援します。

(お問い合わせ先】

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構都道府県支部 高齢・障害者業務課(東京支部、大

阪支部は高齢・障害者窓回サービス課)

>独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構都道府県支部 鞘
人材確保等支援
助成金

●雇用管理改善、生産性向上などの取組によつて従業員の職場定着の促進等

を図る事業主を支援します。

【お問い合わせ先】

各都道府県別の雇用関係各種給付金申請等受付窓□

>雇用関係各種給付金申請等受付窓□一覧 盤
キヤリアアップ助成金 ●非正規雇用労画者の正社員化や賃金規定等の増額改定、正規雇用労1動者と

の賃金規定。諮手当制度の共通化等の取組を支援します。

【お問い合わせ先】

各都道府県別の雇用関係各種給付金申請等受付窓□

>雇用関係各種給付金申請等受付窓□一覧 盤
産業保健関係助成金 0社員の健康づくりのための取組を支援します。

【お問い合わせ先〕

(独)労働者健康安全機構

>独立行政法人労働者健康安全機構産業保健関係助成金 鶉
人材開発支援助成金 0人材育成のための社員に対する訓練の実施や教育訓練休暇を付与する取

組を支援します。

〔お問い合わせ先〕

各都道府県別の雇用関係各種給付金申請等受付窓□

>雇用関係各不重給付金申請等受付窓ロー覧 盤
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や齢頭‖慟群薄融費顧抽進tit蜘 Iサ撤淀援

ω警密置史単関連法!己関する相談窓□

団き方改革の推進に向けた課題を解決するための相談窓ロ

労慟基準監督署

労1動時間相談。支援コーナー

時間外労働の上限規制や年次有給休暇などに関する相談に応じます。

》検索ワード:労働基準監督署

http:〃 www.mhtw.go.jp/kouseiroudoushou/shozalanna1/roudoukyoku/ 鞘
都道府県労働局

〔′ギートダイム労働者、有期雇用労働者関係〕
雇用環境・均等部(室)

〔派遣労働者関係〕
需給調整事業部(課・室)

正社員と非正規雇用労画者 (パートダイム労1動者。有期雇用労1動者。派遣労

1動者)との間の不合理な待遇差の解消に関する相談に応じます。

>検索ワード:都道府県労働局

httpi〃 www.mhtw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaianna1/roudoukyoku/ 辮

働き方改革推進
支援センダー

抑1動き方改革関連法に関する相談のほメ)｀、労1動時間管理のノウハウや賃金制

度等の見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題について、社会保

険労務士等の専門家が相談に応じます。

>検索ワード:働き方改革推進支援センダー

http:〃www.mhtw.go.jp/stf/seisakunttsutte/bunya/0000198331.htmt

産業保健総合
支援センダー

齢医師による面接指導等、労働者の健康確保に関する課題について、産業保

健の専門家が相談に応じます。

>検索ワード:産業保健総合支援センター

httpsi〃 www.johas.go.jp/sangyouhoken/sodan/tabid/122/Defauに .aspx 爛
よろず支援拠点 0生産性向上や人手不足への対応など、経営上のあらゆる課題について、専

門家が相談に応じます。

>検索ワード:よろず支援拠点

https:〃yorozu.sm可 .go・jp/ 報
商工会
商工会議所
中小企業団体中央会

①経営改善・金融・税務・労務など、経営全般にわたつて、中小企業・小規模事業

者の取組を支援します。

"検
索ワード:全国各地の商工会WEBサーチ

http:〃www,shokokai.or.」 p/?page_id=1754

>検索ワード:全国の商工会議所一覧
httpsi〃www5.cin.or.」 p/CCitist

>検索ワード:都道府県中央会

https:〃www.chuokai.or.jp/[ink/unk‐ 01.htm

螂

鞘
鞘

ハローワーク 鞘求人充足に向けたコンサルティング、事業所見学会や就職面接会などを

実施しています。

>検索ワード:ハローワー

`フhttp:〃 www・ mhtwiso.jp/kOuseiroudoushou/shozaianna1/roudoukyoku/

医療勤務環境改善
支援センダー

0医療機関に特化した支援機関として、個々の医療機関のニーズに応じて、総

合的なサポートをします。

>検索ワード:いきサポ

https:〃 iryou‐ kinmukankyou.mhtw.go.」 p 翻
厚生労働省

厚生労働省委託事業 (委言モ:株式会社東京リーガルマインド)



″神奈川産業保健総合支援センター
独立行政法人 労働者健康安全機構

https:〃wwwttkanagawasttjohaSago口jp/
邪

―

メンタルベルス
対策の普及促進

4
麓で?

地域産業保健
センタィ

健 康で快適な職 場 が求め られています

本格的な高齢化社会の到来、産業構造の変化、技術革新に伴う作業態様の変化等により、生活習慣病の一層の増加、就労に伴う疲労・

ストレスの増大、その他作業に関連した疾患の問題が大きな社会的関心を集めています。そこで、独立行政法人労働者健康安全機構で

は、勤労者の健康確保を図るため、産業医、地域産業保健センターをはじめとする産業保健関係者・関係機関を支援し、産業保健活動

の一層の活性化を図る拠点として、都道府県ごとに産業保健総合支援センターを設置しております。神奈川県においては、神奈川県医師

会をはじめ、関係機関のご協力と連携のもとに、平成8年に神奈川産業保健総合支援センターが開設されました。

神奈川労働局

労働基準監督署

神奈川県医師会

地区医師会
協力・支援

神奈川

地域産業保健
センター

産業保健総合

支援センター



神奈川産業保健総合支援センターは

産業保健活動に携わる皆様を応援します

提供するサービスはすべて無料です

産業保健関係者に対する

専門的研修

各種セミナー

1 産業保健関係者からの

専門的な相談
への対応

産業医、保健師、看護師、衛生管理者等 を対象として、産業保健 に関する様 々なテーマの

研修 を実 施 しています。研 修 スケジユール は産 業保健 総合支援 センターホームページで

片修参加には事前の中|△ みが必:■ です.
:|れ

!ご確認 ください。

●専門研修会・各種セミナー (実施例)

日医認定産業医 (基礎研修ではなく、認定証をお持ちの産業医の方を対象としていま坑 )

■事業場における治療と仕事の両立支援

■長時間労働者、高ストレス者に対する面接指導  ■メンタルヘルス対策の進め方

等■作業環境測定方法 ■職場巡視の実際とその活用ポイント

産業保健セミナー

■働く人のメンタルヘルス対策 ■健康情報の取扱い ■ストレスチェック

■産業保健スタッフのための “やさしい関係法令"等

産業看護職研修・交流会、メンタルヘルス交流会、産業保健交流会

啓発セミナー

産業医学、労働衛生工学、メンタルヘルス、労働衛生関係法令等に豊富な経験を有する専

門スタッフが、産業保健に関する様々な問題について、窓口、電話、メール等でご相談に応

じ、解決方法を助言 していま現 また、事業場の具体的な状況に応じた専 F目 的な支援が必

要な場合には、事業場を訪問する実地相談も実施 していま現

職業性疾病の予防対策・職場巡視の方法・健康診断の事後措置

産業医の行う面接指淳・勧告・指導・助言の方法

職場のメンタルヘルス対策の進め方・メンタルヘルス対策指針の内容

メンタルヘルス不調の予防から職場復帰支援までの相談

作業環境の維持管理と改善の方法

職場における保健指導・ホロ談の進め方や産業看護職の業務全般について

労働衛生関係法令の解釈

ホームベージ、メールマガジン、情報誌を通じて、産業保健 脂報をお知らせしています。

また、専門図書の貸出等も行つています。

●ホームページ            。神奈川産業保健総合支援センター

機器の展示・貸出
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※メールマガジン登録は、産業保健総合支援

センターホームページをご覧ください。

産業保健に関する図書を揃え、

来所された産業保健関係者

の方々にご利用いただいてお

ります。

作業環境測定機器 石升修用機

器を展示し、貸出しもしており

ま魂 また、実地指導も行つ

ておりま魂

Ⅷ 皿 ■

各分野の専門家が、皆様からの相談にお答えいたします

産業医学

メンタルヘルス

労働衛生工学

保健指導

労働衛生関係法令



私 たちは、 ワンス トップサー ビスによる「産 業保健 スタッフの活動 へ のサポー ト」 や「小規

模 事業場の事業者 やそこで働 く人への産 業保健 サー ビス」 を通 じて、 すべての人が健 康で

元気に働 けることを目指 しています。 皆 さまの ご利用をお待ち しております。

https://wwwEkanagawas.johas.go日
'p/

個別訪問支援による メンタルヘルス対策に精通 した専門スタッフが中小規模事業場に赴き、職場のメンタルヘル

ス対策推進のための支援を行います。

また、管理監督者等を対象としたメンタルヘルス教育も実施 します①

メンタルヘルス対策促進員が

事葉場を訪問します  01R
■「′ムの健康づくり計画」の

策定にかかる支援

ロストレスチェック制度の

導入に関する支援

■職場復帰支援プログラムの

作成支援 等

,■市工おれ儀観セカ

職場における心の健康づくり メンタルヘルス対策支援の

ご案内

メンタルヘルス

対策の普及促進

個別訪問山個別調整支援による

治療と仕事の

両立支援

地域の窓口として

地域産業保健
センター
を設置 ¨

篤為撃基と.…

専門家が事業場を訪問し、治療と仕事の両立支援に関す

る制度導入の支援や管理監督者、社員等を対象とした意 治療を受けながら働き続けることを

識啓発を図る教育を実施

します。

患者 (労 働者)に係る健

康管理について、事業者

と患者 (労働者)の間の

仕事と治療の両立に関す

る調整支援を行い、両

立支援 プラン・職場復

帰支援プランの作成を助

言、支援します。

,生

"口

●

両立支援のためのガイドライン   両立支援のためのポスターとカード

産業保健総合支援センターの地域窓口として、概ね労働基準監督署管轄区域毎に地域産業

保健センターを設置しています。地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の産業医

の選任義務のない小規模事業場の事業者やそこで働く人を対象として、労働安全衛生法で

定められた保健指導などの産業保健サービスを提供していま現

●神奈川県内の地域産業保健センター
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②

①横浜南地域産業保健センター

②鶴見地域産業保健センター

③川崎南地域産業保健センター

④川崎北地域産業保健センター

⑤三浦半島地域産業保健センター

⑥横浜北地域産業保健センター

⑦平塚地域産業保健センター

⑥湘南地域産業保健センター

◎県西地域産業保健センター

⑩県央地域産業保健センター

①相模原地域産業保健センター

⑫横浜西地域産業保健センター

⑩
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①
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ご活用ください

労働者数 50人未満の小規模の事業者  I Jヽ規模事業場で働く人利用対象

地域産業保健センター 産業保健サービスを出創』 で受けられます

*地域産業保健センターの利用には事前の申込みが必要です。また利用回数には制限がありますので、あらかじめご了承ください。

健康診断で、脳・心臓疾患関係の主な検査項目 (「血中脂質検

査」「血圧の測定」「尿中の糖の検査」「心電図検査」)に異常の

所見があつた労働者に対して、医師または保健師が日常生活面

での指導などを行いますもまた、 メンタルヘルス不調を感じてい

る労働者に対して、医師または保健師が相談・指導を行いま坑

ストレスチェックの結果、高ストレスであるとされた労働者及d時 間

外労働が長時間に及ぶ労働者に対し、医師が面接指導を行いま現

●神奈川県内の地域産業保健センター ー覧

名称               対象地区

①横浜南地域産業保健センター   磯子区 金沢区・港商区 '南区・中区

②鶴見地域産業保健センター    鶴見区

③川崎南地域産業保健センター   川崎区・幸区

④川崎北地域産業保健センター   中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区

⑤三浦半島地域産業保健センター  横須賀市 ,逗子市・三浦市 三浦郡

⑥横浜北地域産業保健センター
神奈川区・西区・港北区・緑区・都筑区

青葉区

⑦平塚地域産業保健センター    平塚市・秦野市・伊勢原市 中郡

③湘南地域産業保健センター    藤沢市・鎌倉市 茅ヶ崎市・高座郡

⑨県西地域産業保健センター 小田原市・南足柄市・足柄上郡・足柄下郡

海老名市

健康診断で、異常の所見があつた労働者に関して、健康保持の

ための対応策などについて、事業主が医師から意見を聴くこと

が出来ま魂

医師、保健師または労働衛生工学の専門家が事業場を訪問し、

作業環境管理、作業管理、メンタルヘルス対策等の健康管理

の状況を踏まえ、総合的な助言・指導を行いまi

所在地
電話番号

FAX番号

横浜市金沢区金沢町48
金沢区三師会館内

横浜市鶴見区鶴見中央 3-4-22
鶴見区医師会内

川崎市川崎区榎町 1-8
三ッヨービル4階 402号

川崎市中原区上小田中6-101
中央セントラルマンション 1階

横須賀市新港町 1-11

横須賀市医師会館内

横浜市神奈川区反町 1-8-4
は一と友神奈川 3階 神奈川区医師会内

平塚市東豊田4483
平塚市医師会内

河泰沢市藤沢 976-2
秀明ビル 402号

小田原市久野 115-2
おだわら総合医療福祉会館 4階

厚木市中町 1-8-24
リバーサイ ドビル 602号

相模原市中央区中央 3123
相模原商工会議所 新館 4階

横浜市戸塚区戸塚町4711-1
オセアン矢沢ビル 3階 304号

045-782-3785
045-733-6740

045-521-2738
045-521-2738

044-200-0668
044-742-6275

044-322-0314
044-322-0315

046-822-3053
046-822-3053

045-313-9187
045-313-9187

0463-52-0355
0463-52-0356

0466-27-6238
0466-27-6238

厚木市・大和市

綾瀬市・愛川町

座間市

清川村

0465-66-6040
0465-66-6044

046-223-8072
046-223-3072⑩県央地域産業保健センター

①相模原地域産業保健センター   相模原市

⑫横浜西地域産業保健センター
旭区 泉区・栄区・瀬谷区・戸塚区

保土ヶ谷区

※申込用紙はホームページから https:〃 www.kanagawas.johas.go.jp/

042-707-4225
042-707-4225

045-861-5600
045-435-5668

労働者の健康管理 (メンタルヘルスを含む)に係る相談 健康診断の結果についての医師からの意見聴取

個別訪間による産業保健指導の実施

ストレスチェックに係る高ストレス者及び長時間労働者に対する面接指導

″襴潤縣合支援センター 辮

ご利用いただける日時

■

圃
強瑠屋町131丁 目
歩道橋下_ 神奈川県民

センター
「
●
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〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 第 6安田ビル3階

TEL:045-410-1160 FAX:045-410-1161
URL:https:〃 wwW.kanagawas.iohaS・ go.jp/

午前 8時 30分 ～午後 5時 15分 (月 ～金曜 日)

休日 :毎土・日曜日及び祝日 年末年始0
横浜高鳥屋

」R線

東急東横線

京浜急行線

相模鉄道線

横浜市営地下鉄

ヨドバン f
横浜天理ピル● カメラ。f
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